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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その一方面に開口部を有し、該開口部の面以外の面を封止することで内部に空間部を形
成した筐体と、前記空間部の奥行き側から前記開口部に向けて配置され腐食性物質に対し
て腐食しにくい第１の薄膜金属と、該第１の薄膜金属を支持部材として該第１の薄膜金属
に沿って前記空間部内に前記空間部の奥行き側から前記開口部に向けて配置され腐食性物
質に対して腐食しやすい計測部材である第２の薄膜金属と、前記第１の薄膜金属の両側に
設置され、外部電圧が印可される端子とから構成された腐食環境モニタリング装置であっ
て、
　前記空間部の奥行き側から前記開口部に向けて配置された１つの前記第１の薄膜金属の
片側または両側に前記第２の薄膜金属が前記空間部内に奥行き側から前記開口部に向けて
配置されていることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記空間部に沿ってコ字状に前記第１の薄膜金属を配置し、コ字状の前記第１の薄膜金
属の前記開口部側の面を除く３面で前記第２の薄膜金属を支持するように配置するととも
に、前記第２の薄膜金属は、その前記開口部側中央から奥行き方向にスリットが形成され
ていることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
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　前記第１の薄膜金属は、前記開口部側中央から奥行き方向に配置され、前記第２の薄膜
金属は前記第１の薄膜金属の片側または両側に前記空間部内に奥行き側から前記開口部に
向けて配置されていることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記第２の薄膜金属は、前記空間部内にその端部まで配置されていることを特徴とする
腐食環境モニタリング装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記第２の薄膜金属は、前記空間部内の一部に配置されていることを特徴とする腐食環
境モニタリング装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記第１の薄膜金属は、前記空間部の開口部の対向する面側に設けられた２つの前記端
子間に形成されたコ字状の支持部材であって、開口部側で折り返すとともに、行きまたは
帰りのいずれか一方または双方の前記支持部材が前記空間部内を通り、前記第２の薄膜金
属を支持していることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記第１の薄膜金属は、前記筐体の基板部に保持されているとともに、少なくとも前記
筐体の基板部は透明にされていることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記第１の薄膜金属の両側に設置され、外部電圧が印可される端子は、４端子構成とさ
れることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　腐食前の前記第２の薄膜金属の抵抗は、前記第１の薄膜金属の抵抗よりも十分に小さい
値であって、腐食後の前記第２の薄膜金属の抵抗は、前記第１の薄膜金属の抵抗よりも十
分に大きい値とされていることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記開口部から前記空間部内に侵入する腐食性物質による第２の金属薄膜の腐食領域の
拡大に応じて変化する前記第２の金属薄膜の電気抵抗を測定することを特徴とする腐食環
境モニタリング装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記開口部から侵入する前記腐食性物質の拡散方向に前記第２の金属薄膜の腐食領域が
拡大し、前記腐食領域の拡大に応じて増大する前記第２の金属薄膜の電気抵抗を測定する
ことを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記電気抵抗は、前記第１の金属薄膜の電気抵抗及び前記第２の金属薄膜の電気抵抗の
和に基づいて測定されることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記腐食領域の拡大に応じて前記第２の金属薄膜の前記電気抵抗が増大することを特徴
とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれか１項に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
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　前記第１の金属薄膜の材料には、チタン、クロム、金、パラジウム又は銀パラジウム合
金のうち少なくとも一つが含まれることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれか１項に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記第２の金属薄膜の材料には、銅、銀、アルミニウム、鉄又は亜鉛のうち少なくとも
一つが含まれることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１６】
　筐体内に一方にのみ開口する空間部を形成し、腐食性物質に対して腐食しにくい第１の
薄膜金属により支持して前記腐食性物質に対して腐食しやすい第２の薄膜金属を前記空間
部内に配置するとともに前記第１の薄膜金属の両端を計測用の端子とし、前記端子間にお
ける電気抵抗は前記腐食前の第２の薄膜金属の電気抵抗と前記第１の薄膜金属の電気抵抗
による並列回路と、前記腐食後の第２の薄膜金属の電気抵抗と前記第１の薄膜金属の電気
抵抗による並列回路による直列回路を形成するように前記第１の薄膜金属と前記第２の薄
膜金属を配置することを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　腐食前の前記第２の薄膜金属の抵抗は、前記第１の薄膜金属の抵抗よりも十分に小さい
値であって、腐食後の前記第１の薄膜金属の抵抗は、前記第１の薄膜金属の抵抗よりも十
分に大きい値とされていることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１８】
　請求項１６または請求項１７に記載の腐食環境モニタリング装置であって、
　前記第２の薄膜金属のＴＣＲ値は、前記第１の薄膜金属のＴＣＲ値よりも十分に大きい
値とされていることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。
【請求項１９】
　雰囲気中の腐食性物質の侵入を制御する少なくとも一つの通路内に形成した金属薄膜の
腐食度から腐食環境をモニタリングする腐食環境モニタリング方法において、
　前記通路の一方端は開口部、他方端は閉止部とされて、前記通路に沿って設けた腐食し
にくい金属薄膜により前記通路に沿って設けた腐食しやすい金属薄膜を接触支持し、前記
腐食しにくい金属薄膜の端子間で電気抵抗を測定し、前記通路から侵入する前記腐食性物
質による金属薄膜の腐食領域の拡大に応じて変化する金属薄膜の電気抵抗を測定し、
　測定した前記電気抵抗に基づいて、環境の腐食性を定量化することを特徴とする腐食環
境モニタリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋内環境、主に電気電子装置が設置されている環境を対象に、当該環境中に
存在する腐食性物質による腐食度合いを測定する腐食環境モニタリング装置および方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野の背景技術として、特開２００３－２９４６０６号公報（特許文献１）があ
る。この公報には、本環境評価装置として、１）環境中のガス成分と反応する素子部分、
２）素子の変化を検出し電気信号に変える部分、３）測定結果を記憶する部分を基本とし
、特に、検出素子として複数の金属薄膜（銀、銅、鉄、ステンレス鋼からなる膜厚０．１
μｍの金属薄膜）を用いていることに特徴がある。金属薄膜の光反射率、光透過率、電気
抵抗の内から選ばれる少なくとも１種類の特性の経時変化を測定し、環境中のガス成分を
検出することで材料の環境評価を行う。電気抵抗の経時変化を測定する場合、薄膜全体の
変化（全面腐食）による電気抵抗の変化を測定することで、腐食層の厚さが計算でき、腐
食速度を容易に求めることができる。
【０００３】
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　なお、素子の変化を検出し電気信号に変えるガス検出系は、ガス導入部とガス検出素子
部（本発明のセンサ部に相当する部分）からなり、ガス成分はガス導入部の吸引ポンプで
ガス検出素子部に送られる。地球環境が変化している状況で、各種材料の環境評価に非常
に役立つ分析装置を提供できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２９４６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電気電子装置では、対象機器を安定に稼動させる目的のために、長期にわたる信頼性が
要求されている。また高速化や省スペース化のために、高密度実装構造が採用され微細配
線構造や薄膜めっき構造からなる電気電子部品が数多く搭載されている。これらの電気電
子部品ではわずかな腐食損傷が電気特性または磁気特性を変動させて故障や誤動作の原因
となるため、その腐食損傷を抑制することが電気電子装置の信頼性上の課題に挙げられて
いる。環境の腐食性の程度に応じた防食対策を設計および保守に反映させるため、電気電
子装置の設置環境の腐食性を、簡単に短期間で精度良く評価し続けることが求められてい
る。
【０００６】
　電気電子装置の設置環境の腐食性を評価する方法として、ＩＳＯ１１８４４－１規格で
は一定期間暴露した銅、銀、アルミニウム、鉄、亜鉛の腐食度合いを評価する方法が通常
用いられている。銅、銀、アルミニウム、鉄、亜鉛は、影響度合いは異なるがＳＯ２，Ｎ
Ｏ２，Ｈ２Ｓのいずれの腐食性物質で腐食することが知られている。
【０００７】
　上記従来技術の環境評価方法およびそれを用いた環境評価装置では、ＩＳＯ１１８４４
－１記載の腐食による機器の障害が発生する可能性がある環境である「腐食性が中程度」
の環境（暴露した銀の腐食量が１０５～４１０ｎｍ／年である環境）を評価対象にした場
合、膜厚０．１μｍ（１００ｎｍ）の銀薄膜を用いて電気抵抗の経時変化を測定すると、
センサの測定可能期間は１か月程度となる。機器の信頼性に影響を及ぼす腐食が発生する
確率が高い環境であり，環境改善，構造の改善が不可欠な環境である「腐食性が高い」環
境（暴露した銀の腐食量が４１０～１０５０ｎｍ／年である環境）や「腐食性が非常に高
い」環境（暴露した銀の腐食量が１０５０～２６２０ｎｍ／年である環境）を評価対象に
した場合、センサの測定可能期間はさらに短くなり、長期にわたる測定に向かない。薄膜
の膜厚を厚くすることで長期間にわたり測定することも可能であるが、膜厚が厚くなるに
従い膜厚ばらつきが大きくなるため測定精度が低下するという課題がある。
【０００８】
　また上記従来技術の環境評価方法およびそれを用いた環境評価装置では、センサ部の局
所的な腐食、例えば塵埃や塩類の付着によるその付着部周辺の腐食が発生した場合、本来
のセンサの測定可能期間よりも短期間になるという課題がある。
【０００９】
　さらに、ガス検出素子部（センサ部）が対象環境に直接暴露された場合は、対象環境で
の流速に依存して腐食量が変動するという課題がある。
【００１０】
　電気電子装置が設置されている環境を対象に、当該環境中に存在する腐食性物質による
腐食度合いを測定する腐食環境モニタリング装置としては、上記の課題を解決するもので
ある必要がある。
【００１１】
　またさらに腐食環境モニタリング装置を、電気電子装置近傍に実装することを考えると
、小型であって、腐食の度合いが正確に数値反映されるものであって、かつ腐食の度合い
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が視認可能な構造のものであることが望まれる。
【００１２】
　以上のことから本発明は、計測精度が高く、さらには視認可能な腐食環境モニタリング
装置及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明は、「その一方面に開口部を有し、開口部の面以外
の面を封止することで内部に空間部を形成した筐体と、空間部の奥行き側から開口部に向
けて配置され腐食性物質に対して腐食しにくい第１の薄膜金属と、第１の薄膜金属を支持
部材として第１の薄膜金属に沿って空間部内に空間部の奥行き側から開口部に向けて配置
され腐食性物質に対して腐食しやすい計測部材である第２の薄膜金属と、第１の薄膜金属
の両端に設置され、外部電圧が印可される端子とから構成された腐食環境モニタリング装
置であって、空間部の奥行き側から開口部に向けて配置された１つの第１の薄膜金属の片
側または両側に第２の薄膜金属が空間部内に奥行き側から開口部に向けて配置されている
ことを特徴とする腐食環境モニタリング装置」である。
【００１４】
　また本発明は、「筐体内に一方にのみ開口する空間部を形成し、腐食性物質に対して腐
食しにくい第１の薄膜金属により支持して腐食性物質に対して腐食しやすい第２の薄膜金
属を空間部内に配置するとともに第１の薄膜金属の両端を計測用の端子とし、端子間にお
ける電気抵抗は腐食前の第２の薄膜金属の電気抵抗と第１の薄膜金属の電気抵抗による並
列回路と、腐食後の第２の薄膜金属の電気抵抗と第１の薄膜金属の電気抵抗による並列回
路による直列回路を形成するように第１の薄膜金属と第２の薄膜金属を配置することを特
徴とする腐食環境モニタリング装置。」である。
【００１５】
　また本発明は、「雰囲気中の腐食性物質の侵入を制御する少なくとも一つの通路内に形
成した金属薄膜の腐食度から腐食環境をモニタリングする腐食環境モニタリング方法にお
いて、
　通路の開口部から侵入する腐食性物質による金属薄膜の腐食領域の拡大に応じて変化す
る金属薄膜の電気抵抗を測定し、測定した電気抵抗に基づいて、環境の腐食性を定量化す
ることを特徴とする腐食環境モニタリング方法。」である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、前記開口部から腐食していく量を正確に判断でき、対象環境での雰囲
気中の流速、センサ部の局所的な腐食（例えば塵埃や塩類の付着によるその付着部周辺の
腐食）又は金属の膜厚に依存して変動する腐食量のばらつきを抑制でき、環境の腐食性を
定量化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置の上面断面図。
【図２】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置の側面断面図。
【図３】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置の正面断面図。
【図４】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置の概略斜視図。
【図５】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置暴露後の時刻Ａにおける金属薄膜の腐
食状況を示す上面断面図。
【図６】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置暴露後の時刻Ａにおいて測定される金
属薄膜の電気抵抗を説明する上面断面図。
【図７】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置暴露後の時刻Ａにおける金属薄膜の腐
食状況を示す側面断面図。
【図８】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置暴露後の時刻Ｂにおける金属薄膜の腐
食状況を示す上面断面図。
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【図９】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置暴露後の時刻Ｂにおいて測定される金
属薄膜の電気抵抗を説明する上面断面図。
【図１０】実施例１に係る腐食環境モニタリング装置暴露後の時刻Ｂにおける金属薄膜の
腐食状況を示す側面断面図。
【図１１】金属薄膜の抵抗率および電気抵抗温度計数（ＴＣＲ）を示す図。
【図１２】実施例１の比較事例に係る腐食環境モニタリング装置の構成を示す上面断面図
。
【図１３】実施例１の比較事例に係る腐食環境モニタリング装置暴露後の時刻Ａにおいて
測定される金属薄膜の電気抵抗を説明する上面断面図。
【図１４】実施例１の比較事例に係る腐食環境モニタリング装置暴露後の時刻Ｂにおいて
測定される金属薄膜の電気抵抗を説明する上面断面図。
【図１５】実施例２に係る腐食環境モニタリング装置の上面断面図。
【図１６】実施例２に係る腐食環境モニタリング装置の側面断面図。
【図１７】図１９の金属薄膜の電気抵抗を示す等価回路の図。
【図１８】図２０の金属薄膜の電気抵抗を示す等価回路の図。
【図１９】初期状態における金属薄膜部分の上面断面図。
【図２０】腐食進展状態における金属薄膜部分の上面断面図。
【図２１】初期状態における金属薄膜部分の側面断面図。
【図２２】腐食進展状態における金属薄膜部分の側面断面図。
【図２３】実施例３に係る腐食環境モニタリング装置の上面断面図。
【図２４】実施例３に係る腐食環境モニタリング装置の側面断面図。
【図２５】実施例３に係る腐食環境モニタリング装置の上面断面図。
【図２６】実施例４に係る腐食環境モニタリング装置の上面断面図。
【図２７】実施例４に係る腐食環境モニタリング装置の側面断面図。
【図２８】実施例５に係る腐食環境モニタリング装置の上面断面図。
【図２９】実施例５に係る腐食環境モニタリング装置の側面断面図。
【図３０】本発明の腐食環境モニタリング装置の寸法の一例を示す図。
【図３１】腐食環境モニタリング装置の出力である電気抵抗と時間の関係を示す図。
【図３２】腐食環境モニタリング装置の出力である電気抵抗と従来の金属板（銀板）の腐
食厚さの関係を示す図。
【図３３】金属薄膜２の幅に対して金属薄膜１１の幅を等しくした腐食環境モニタリング
装置の上面断面図。
【図３４】金属薄膜２の幅に対して金属薄膜１１の幅を等しくした腐食環境モニタリング
装置の側面断面図。
【図３５】金属薄膜２の幅に対して金属薄膜１１の幅を広くした腐食環境モニタリング装
置の上面断面図。
【図３６】金属薄膜２の幅に対して金属薄膜１１の幅を広くした腐食環境モニタリング装
置の側面断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、計測精度と視認性を両立することが可能な本発明の実施例について図面を用いて
説明する。本実施例では、主に電気電子装置の設置環境中に存在する腐食性物質による腐
食度合いを測定する腐食環境モニタ装置および方法の例を説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１～４は、実施例１に係る腐食環境モニタリング装置の構成例を示す図である。図１
は腐食環境モニタリング装置の上面断面図、図２は側面断面図、図３は正面断面図、図４
は外観斜視図である。
【００２０】
　腐食環境モニタリング装置１は、図４の外観斜視図に示すように筐体３０内に主要な構
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成部品を収納している。筐体３０は、一方面に開口部５を形成し、その対抗する他方面を
封止することで内部に空間部４を形成し、この空間部分を腐食性物質の通路としている。
また筐体３０の図示下面は、透明な絶縁基板３とされ、絶縁基板３上に主要な構成部品を
搭載している。筐体３０の開口部５側の側面には、筐体３０の内部に備えたセンサの出力
を取り出す端子８ａ，８ｂが形成されている。
【００２１】
　図２は、図４の腐食環境モニタリング装置１を図示Ｘ方向から腐食環境モニタリング装
置１を見た側面断面図であり、透明な絶縁基板３上に計測部材である金属薄膜２が支持部
材である金属薄膜１１により支持固定されている。ここで金属薄膜１１は、対象環境で腐
食しない（しにくい）金属薄膜であり、金属薄膜２は、対象環境で腐食する（しやすい）
金属薄膜である。また計測部材である金属薄膜２は、腐食性物質の通路である空間部４に
面して配置されている。なお金属薄膜２の中央部分にはスリット２０が形成されている。
【００２２】
　図３は、図４の腐食環境モニタリング装置１を図示Ｙ方向から腐食環境モニタリング装
置１を見た正面断面図である。この図によれば、一方面に開口部５を形成し、その対抗す
る他方面を封止することで内部に空間部４を形成し、この空間部分を腐食性物質６の通路
としていることが理解できる。また腐食性物質６の通路である空間部４に面して配置され
た金属薄膜２が、腐食性物質の影響を受けることが分かる。
【００２３】
　図１は、図４の腐食環境モニタリング装置１を図示Ｚ方向から腐食環境モニタリング装
置１を見た上面断面図である。この図によれば、計測部材である金属薄膜２が支持部材で
ある金属薄膜１１によりその周囲を支持固定され、かつ空間部４の奥行き方向に延伸して
配置されている。また計測部材である金属薄膜２は、その奥行中央部に形成されたスリッ
ト２０により最奥部近傍部まで二分されている。これにより、端子８ａ，８ｂ間の電気抵
抗は、計測部材である金属薄膜２と支持部材である金属薄膜１１の電気抵抗により定まる
ことになり、この場合に計測部材である金属薄膜２の電気抵抗は腐食性物質６による腐食
の影響を受けて可変の値となる。
【００２４】
　以上図１から図４に例示した実施例１の腐食環境モニタリング装置１によれば、絶縁基
板３上に付設した金属薄膜２からなるセンサ部があり、開口部５を有する通路４内の一部
の壁面として取付けられている。金属薄膜は、通路４内に露出している金属薄膜２と金属
薄膜２に電気的に接続されて設けられた金属薄膜１１で構成されている。金属薄膜２には
、腐食性物質６の拡散方向と概平行にスリット２０が形成されている。金属薄膜２の両端
には電気抵抗を測定する端子８ａ，８ｂが設置されている。なお、筐体３０は、それ自体
が透明にされていてもよい。少なくとも絶縁基板３が透明にされていることにより、図２
のＺ方向から金属薄膜２の腐食進展状況が視認可能である。
【００２５】
　計測部材である金属薄膜２の材質は、電気電子装置設置環境の腐食モニタリングに使用
されている銅、銀に加えて、アルミニウム、鉄、亜鉛など、金属と腐食生成物の電気抵抗
が異なる金属材料が挙げられる。支持部材である金属薄膜１１は対象とする環境で腐食し
ない材料、たとえばチタン、クロム、金、パラジウム、銀パラジウム合金などが挙げられ
る。
【００２６】
　なお図２において、金属薄膜２と金属薄膜１１は、両薄膜の側面同士で接しているが、
両薄膜が重なり合っていてもよい。この場合、絶縁基板３に対して金属薄膜２と金属薄膜
１１のどちらが上側であってもよい。
【００２７】
　実施例１の構成の腐食環境モニタリング装置１を環境中に暴露すると、図２に示すよう
に環境中に存在する腐食性物質６が通路４の開口部５から侵入して、金属薄膜２を腐食さ
せる。通路４は、環境中に存在する腐食性物質６によるセンシングである金属薄膜２の腐
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食速度を制御する役割をもつ。通路４には、開口部５が一つであり（図１で通路の左側）
、通路の右側には開口部はなく周囲環境から遮断されている。周囲雰囲気中の腐食性物質
６の流れは、開口部５に向かってきても開口部５から内部に侵入できない。この点、従来
の腐食環境モニタリングでは、周囲雰囲気の流れに直接接触するため、腐食量は金属表面
の周囲雰囲気の流れが早いと促進される。
【００２８】
　本発明では、通路４の開口部５近傍の腐食性物質６が拡散のみによって腐食性物質の拡
散７の方向に侵入するため、周囲雰囲気の流れの影響を受けずに、腐食環境モニタリング
装置１で腐食性物質による腐食度合いを測定できる。このように、本発明では、腐食の方
向が固定されるため、測定のばらつきが少なくなる。ここで腐食性物質は、腐食性物質、
飛来海塩、塵埃などがあるが、以下腐食性物質を代表として述べる。
【００２９】
　つぎに、通路４内に拡散した開口部５近傍の腐食性物質６を腐食環境モニタリング装置
１により定量化する方法について述べる。
【００３０】
　図１から図４に示す実施例１では、腐食性物質６の拡散７を図１、図３の左からの方向
に限定して、腐食環境モニタリング装置１上での腐食を制御している。開口部５からの距
離が近い程腐食性物質の濃度流束は大きいため、金属薄膜２は、開口部５に近い左側ほど
腐食量が大きくなる。この挙動は、雑誌「材料と環境」第５６巻、ｐ２６５－２７１（２
００７）「硫黄ガス環境での銀の腐食速度の推定」に記載されている。腐食性物質の発生
源から離れるに従い腐食速度が減少することを金属板による実験および解析で求めている
。この手法を用いることで、腐食環境モニタリング装置１の腐食挙動を解析できる。
【００３１】
　腐食環境モニタリング装置１の暴露後の金属薄膜の腐食状況を図５～１０に示し説明す
る。なお、図５から図７は暴露後のある時刻（時刻Ａ）における腐食状況を、また図８か
ら図１０はさらに時間が経過した進展状況（時刻Ｂ）における腐食状況を示している。ま
た図５、図７、図８、図１０は、腐食領域を示しており、図６、図９はその状態における
電気抵抗を図示している。
【００３２】
　これらの図に示すように、本発明で採用している金属薄膜２は、腐食して腐食厚さが薄
膜厚さと同じになった領域（基板との界面まで金属薄膜が腐食した領域）では、それ以上
腐食は進行しない。環境中に存在する腐食性物質６は開口部５に近い左側から拡散し続け
てさらに右側の金属薄膜を腐食させる。
【００３３】
　図５，図８を対比して示すように、膜厚方向全てが腐食した金属薄膜２の腐食領域９は
、時刻Ａでは長さＬａまでであるが、時刻Ｂでは長さＬｂまで右側に広がる。このように
通路４内に露出している金属薄膜２の中で膜厚方向全てが腐食した腐食領域９が形成され
て、対象環境で腐食しない金属薄膜１１のみが残る。
【００３４】
　図６，図８を対比して示すように、端子８ａ，８ｂの間の電気抵抗は、金属薄膜２の電
気抵抗Ｒｍに、対象環境で腐食しない金属薄膜１１のみが残った領域の電気抵抗Ｒａまた
はＲｂが加味され、時刻Ａでは２Ｒａ＋Ｒｍ、時刻Ｂでは２Ｒｂ＋Ｒｍとなる。ここでＲ
ｍ＜＜Ｒａ，Ｒｍ＜＜Ｒｂであり、時刻Ａおよび時刻ＢでのＲｍは同程度と見なした。
【００３５】
　また図７，図１０を対比して示すように、金属薄膜２では、膜厚方向全てが腐食した金
属薄膜の腐食領域９に加えて通路内側の金属薄膜の表面でも一部腐食している。ここでは
説明上、通路内側の金属薄膜の表面での一部腐食は考慮しない。
【００３６】
　実施例１に係る腐食環境モニタリング装置１では、金属薄膜２と金属薄膜１１によりセ
ンサ部を構成しているが、単に金属薄膜２を計測部材、金属薄膜１１を支持部材としたわ
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けではない。図１１に示す抵抗率や温度との関係を考慮して定められている。
【００３７】
　図１１には、計測部材である金属薄膜２の典型事例として銀Ａｇ、硫化銀Ａｇ２Ｓ，ま
た支持部材である金属薄膜１１の典型事例としてクロムＣｒ，チタンＴｉをとりあげ、そ
の抵抗率測定値、抵抗率文献値、ＴＣＲ（ＴＣＲ：ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｃｏｅｆｆ
ｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ：電気抵抗温度係数）測定値、ＴＣＲ文献値
を図示している。この測定値からは、金属薄膜２である銀Ａｇの抵抗率測定値は、金属薄
膜１１であるクロムＣｒ，チタンＴｉの抵抗率測定値よりも十分に小さいが、腐食して硫
化銀Ａｇ２ＳになるとクロムＣｒ，チタンＴｉの抵抗率測定値よりも十分に大きい値に変
化する関係にあることが見て取れる。また金属薄膜２である銀ＡｇのＴＣＲ測定値は、金
属薄膜１１であるクロムＣｒ，チタンＴｉのＴＣＲ測定値よりも十分に大きく、かつ硫化
銀Ａｇ２Ｓになってもこの関係は変化しないことが見て取れる。
【００３８】
　実施例１に係る腐食環境モニタリング装置１では、腐食によりセンサ部である対象環境
で腐食しない金属薄膜１１のみが残った領域の電気抵抗を測定するため、比抵抗の大きい
材料を選択することで、センサの感度を上げることができる。例えば、図１１の例では、
チタンＴｉ（比抵抗４．２７Ｅ－７Ωｍ）は、センサ部の金属薄膜である銀Ａｇ（比抵抗
１．５９Ｅ－８Ωｍ）に比べて２５倍比抵抗が大きい。さらにチタンＴｉの膜厚を銀Ａｇ
（ここでは１μｍ）に対し１／１０にすることで、感度は２５０倍大きくなる。
【００３９】
　ここで、実施例１においては金属薄膜２に腐食性物質６の拡散７の方向と概平行に形成
されたスリット２０を設けているが、このように構成することの効果について説明する。
この説明は、図１２の、スリット２０のない腐食環境モニタリング装置１の構成と対比し
て行う。図１２は、スリット２０を備えないのみで、それ以外の構成は図１と同じである
。なお図１３は図６と同じ暴露後のある時刻（時刻Ａ）における腐食状況での電気抵抗を
、また図１４は図９と同じ進展状況（時刻Ｂ）における腐食状況での電気抵抗を示してい
る。
【００４０】
　図１３，１４に示すように、時刻Ａでの腐食領域が長さＬａであるのに比べて、時刻Ｂ
では膜厚方向全てが腐食した金属薄膜２の腐食領域９は右側に広がり、長さＬｂとなって
いる。通路４内に露出している金属薄膜２の中で膜厚方向全てが腐食した腐食領域９が形
成されて、導通部分は対象環境で腐食しない金属薄膜１１のみが残る。このとき、端子８
ａ，８ｂの間の電気抵抗は、金属薄膜２の電気抵抗Ｒｍに対象環境で腐食しない金属薄膜
１１のみが残った領域の電気抵抗Ｒａ’が加味された値となり、時刻Ａでは２×Ｒａ’＋
Ｒｍ、時刻Ｂでは２×Ｒｂ’＋Ｒｍとなる。
【００４１】
　ここで、膜厚方向全てが腐食した腐食領域９の電気抵抗Ｒｏｘは、腐食領域９が広がる
につれて経時的に低下するが、初期段階では、２×Ｒａ’＋Ｒｍ＜＜Ｒｏｘのため、Ｒｏ
ｘの影響は無視できる。しかしながら、膜厚方向全てが腐食した腐食領域９が広がるにつ
れて電気抵抗Ｒｏｘが低下して２×Ｒａ’＋Ｒｍ≧Ｒｏｘとなると、端子８ａ，８ｂの間
の電気抵抗は２×Ｒａ’＋Ｒｍに対してＲｏｘを無視できなくなり、やがて端子８ａ，８
ｂの間の電気抵抗はＲｏｘで決定される。すなわち、端子８ａ，８ｂの間の電気抵抗はＲ
ｏｘに律速される。
【００４２】
　これに対して、図１に示すように金属薄膜２に腐食性物質６の拡散７の方向と概平行に
スリット２０が形成されている場合、端子８ａ，８ｂの間の電気抵抗はＲｏｘで決定され
ず、端子８ａ，８ｂの間の電気抵抗は腐食した腐食領域９の広がり、すなわち２×Ｒａ＋
Ｒｍに比例して、経時的な感度低下を抑制できる。
【００４３】
　以上のことから、本発明の実施例１の構成を、金属薄膜の電気抵抗の観点から見ると、
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「筐体３０内に一方にのみ開口する空間部４を形成し、腐食性物質に対して腐食しにくい
第１の薄膜金属１１により支持して前記腐食性物質に対して腐食しやすい第２の薄膜金属
２を前記空間部４内に配置するとともに前記第１の薄膜金属１１の両端を計測用の端子８
ａ，８ｂとし、前記端子８ａ，８ｂ間における電気抵抗は前記腐食前の第２の薄膜金属の
電気抵抗ＲＡｇと前記第１の薄膜金属の電気抵抗ＲＣｒによる並列回路と、前記腐食後の
第２の薄膜金属の電気抵抗ＲＡｇ２Ｓと前記第１の薄膜金属の電気抵抗ＲＣｒによる並列
回路による直列回路を形成するように前記第１の薄膜金属１１と前記第２の薄膜金属２を
配置した腐食環境モニタリング装置」ということができる。なお、以下に述べる他の実施
例における薄膜金属の配置は、電気抵抗における上記関係を満足すべく考慮されたもので
ある。
【実施例２】
【００４４】
　図１５，１６は、実施例２に係る腐食環境モニタリング装置の別の構成例を示す図であ
る。図１５は上面断面図、図１６は側面断面図である。実施例１の構成との相違点は端子
８ａ，８ｂを開口部５付近の側面から開口部５側面に対向する面側に移した点である。こ
れにより、支持部材である金属薄膜１１が、通路４内を奥行き側から開口部５側に延伸し
、開口部５側で折り返している。計測部材である金属薄膜２は、金属薄膜１１の両側に延
伸方向に配置されている。なお金属薄膜２は、通路４の幅方向の全面に配置されている。
【００４５】
　このように実施例２に係る腐食環境モニタリング装置１は、絶縁基板３上に形成した金
属薄膜２からなるセンサ部があり、開口部５を有する通路４内の一部の壁面として取付け
られている。金属薄膜は、通路４内に露出している金属薄膜２と、１本の（矩形の）通路
４内に露出している金属薄膜２の下面に設けた金属薄膜１１で構成されている。
【００４６】
　金属薄膜１１は、対象とする環境で腐食しない材料、例えばチタン、クロム、金、パラ
ジウム、銀パラジウム合金などがあげられる。金属薄膜２は、金属薄膜２の下面に設けた
金属薄膜１１に比べて幅が広いことが特徴である。なお絶縁基板３に対して金属薄膜２と
金属薄膜１１のどちらが上側であってもよい。
【００４７】
　図１１に示したように、金属薄膜２（例えば銀薄膜）の抵抗率は、金属薄膜１１（例え
ばクロム薄膜）の抵抗率に比べて１／２０である。一方銀薄膜の電気抵抗温度係数（ＴＣ
Ｒ：ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）
は、クロム薄膜の電気抵抗温度係数に比べて１００倍である。
【００４８】
　図１７は、実施例２に係る腐食環境モニタリング装置暴露前の初期における端子８ａ，
８ｂ間の電気抵抗を示す回路図であり、図１８は暴露後における端子８ａ，８ｂ間の電気
抵抗を示す回路図である。初期を示す図１７において、ＲＡｇは銀Ａｇの電気抵抗値、Ｒ
ＣｒはクロムＣｒの電気抵抗値であり、等価回路はこれらの電気抵抗の並列回路として表
すことができる。図１１に示すようにＲＡｇはＲＣｒよりも十分に小さいことから、銀薄
膜の電気抵抗ＲＡｇに依存し、クロム薄膜の電気抵抗ＲＣｒに依存しない。この結果、電
流は銀の電気抵抗ＲＡｇ側に多く流れる。
【００４９】
　これに対し、腐食が進展した状態を示す図１８の等価回路によれば、２つの部分に分け
て考えることができる。腐食していない部分は図１７と同じであるが、腐食部分は腐食し
た銀の電気抵抗ＲＡｇ２Ｓとクロムの電気抵抗ＲＣｒの並列回路として表すことができる
。全体としては２つの閉並列回路の直列回路である。この場合に、銀薄膜が腐食した腐食
領域９（Ａｇ２Ｓ）ではクロム薄膜１１の電気抵抗ＲＡｇ２Ｓに依存し、また、腐食して
いない領域では銀薄膜の電気抵抗ＲＡｇに依存する。この場合には、クロムの電気抵抗Ｒ
Ｃｒから銀の電気抵抗ＲＡｇ側に多く流れる。
【００５０】
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　腐食環境モニタリング装置１は、温度が変動する環境にも設置されるため、センサ部の
構成材料としては電気抵抗温度係数（ＴＣＲ）の小さい材料が好ましい。上述のようにク
ロム薄膜１１は電気抵抗温度係数が小さいが、銀薄膜２はクロム薄膜の電気抵抗温度係数
に比べて１００倍大きいである。したがって銀薄膜の電気抵抗値の変動を最小限にする構
造が好ましい。
【００５１】
　図１９、図２０は、初期状態と腐食進展状態における金属薄膜部分の上面断面図である
。実施例２では、図１９、図２０に示すように、銀薄膜の幅（ＷＡｇ）を、クロム薄膜の
幅（ＷＣｒ）に比べて広くしている。銀薄膜２の電気抵抗値自体が小さくなれば、端子８
ａ，８ｂ間の電気抵抗は、温度変化による変動が小さくなるという効果が得られる。また
絶縁基板３として透明基板を用いた場合は、透明基板側から観察して腐食領域の長さから
腐食の度合いを視認により推定できるという特徴もある。なお図２１、図２２は、図１９
、図２０の金属薄膜部分の側断面図をそれぞれ示している。
【００５２】
　実施例２では、図１６に示すように、金属薄膜２の外縁は、通路４の内側面と接してい
ない。これは、製造ばらつきなどにより、金属薄膜２の外縁と通路４の内側面とが接触ま
たは重なりあった場合、本来は膜厚方向全てが腐食している金属薄膜の腐食領域９内に腐
食していない領域ができ、電気抵抗の測定値がばらつくことによる。
【実施例３】
【００５３】
　図２３，２４は、実施例３に係る腐食環境モニタリング装置の別の構成例を示す図であ
る。図２３は上面断面図、図２４は側面断面図である。実施例２の構成との相違点は、図
２３に示すように絶縁基板３上に付設した金属薄膜２と金属薄膜１１からなるセンサ部に
ついて、計測部材である金属薄膜２の幅が通路の開口部５の幅に比べて小さいことである
。雑誌「材料と環境」第５６巻、ｐ２６５－２７１（２００７年）「硫黄ガス環境での銀
の腐食速度の推定」に記載されている解析によると、金属薄膜の幅：通路の幅＝５：３の
場合、金属薄膜の幅：通路の幅＝１：１に比べて約２．５倍の感度がある。実施例３の構
造によれば、腐食が早く進むという特性を有するために、高感度測定が要求される短時間
での腐食環境モニタリングに好適である。
【００５４】
　図２５は、実施例３に係る腐食環境モニタリング装置の変形例を示す例である。腐食環
境モニタリング装置１の電気抵抗を、端子８ａ１，８ａ２，８ｂ１，８ｂ２による４端子
測定法により測定することで、導体電気抵抗の影響を除去することができる。
【実施例４】
【００５５】
　図２６，２７は、実施例４に係る腐食環境モニタリング装置の別の構成例を示す図であ
る。図２６は上面断面図、図２７は側面断面図である。
【００５６】
　実施例４では、金属薄膜２と金属薄膜１１は、一部が重なって導通がとれていればよく
、片側にそろえて形成されてもよい。片側にそろえて形成することで、透明基板３側から
観察して腐食領域の長さを測定しやすくなり、精度よく腐食の度合いを推定できる。
【実施例５】
【００５７】
　また実施例４を図２８、図２９に示すように、金属薄膜２と金属薄膜１１が通路内に設
置されてもよい。図２８は実施例５の上面断面図、図２９は実施例５の側面断面図である
。
【００５８】
　金属薄膜１１は環境に対する腐食性が低い材料とする。金属薄膜２と金属薄膜１１が通
路内に設置することで、腐食環境モニタリングの小型化構造を実現できる。
【００５９】
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　次に本発明の実施例に共通する構成の腐食環境モニタリング装置の試験および解析結果
について説明する。但し、ここでは図２６、図２７に示す実施例４の構成に、図２５の４
端子構造を採用し、かつ図示寸法例の場合について説明する。
【００６０】
　図３０に示す寸法の腐食環境モニタリング装置では、センサ部である薄膜金属２として
１００ｎｍの銀薄膜、通路内の薄膜金属１１として１００ｎｍのクロム薄膜とした。各部
長さについては図示のとおりである。暴露環境は、実環境を促進させた環境で、ＮＯ２：
１．０ｐｐｍ、ＳＯ２：１．０ｐｐｍ、Ｈ２Ｓ：０．５ｐｐｍ、温度３５℃、湿度７５％
である。
【００６１】
　図３１は、腐食環境モニタリング装置の出力である電気抵抗と時間の関係を示す。解析
結果によれば、センサの電気抵抗の時間的変化は、実験結果と解析結果が高精度に合致し
ていることが分かる。
【００６２】
　また図３２は、腐食環境モニタリング装置の出力である電気抵抗と従来の金属板（銀板
）の腐食厚さの関係を示す。解析結果によれば、実験結果と解析結果が高精度に合致して
いることが分かる。
【００６３】
　このように腐食環境モニタリング装置を暴露して電気抵抗値を測定することで、金属試
験片の腐食厚さを算出し、この腐食厚さからＩＥＣ６５４－４規格、ＩＳＯ１１８４４－
１規格、ＩＳＯ９２２３規格、ＩＳＡ７１．０４規格に準じて、周囲雰囲気の腐食性を分
類することができる。
【００６４】
　なお、絶縁基板３として透明基板を用いることで、膜厚方向全てが腐食した金属薄膜の
腐食領域９を目視することができるため、センサの寿命をその場で確認できる。評価環境
中の腐食性物質濃度が高いほど金属の腐食速度は増加し、電気抵抗も増加する。
【００６５】
　本発明に係る腐食環境モニタリング装置は、単独で計測系を有してもよい。またプリン
ト配線基板上等に実装して、予めプリント配線基板に構成した計測系を使用する構成をと
ることも可能である。プリント配線基板に実装することで、電子装置の自己診断すること
も可能である。
【００６６】
　本発明の実施例に係る腐食環境モニタリング装置１では、金属薄膜２と金属薄膜２の腐
食生成物９と金属薄膜１１の電気抵抗の比で感度が決まる。電気抵抗は、金属薄膜２＜金
属薄膜１１＜＜金属薄膜２の腐食生成物９の関係が好ましい。
【００６７】
　これらの電気抵抗は、薄膜の厚さと幅と長さとその比抵抗で決定される。金属薄膜１１
の比抵抗が、金属薄膜２の比抵抗に比べて大きすぎて、それに伴い腐食環境モニタリング
装置の電気抵抗変化を測定できない場合、金属薄膜２の幅に対して金属薄膜１１の幅を広
げるのがよい。これにより腐食環境モニタリング装置の電気抵抗変化を小さくできる。
【００６８】
　具体的には、図３３、図３４に示すように金属薄膜２の幅に対して金属薄膜１１の幅を
等しくし、さらに腐食環境モニタリング装置の電気抵抗の変化を小さくするためは、図３
５、図３６に示すように金属薄膜２の幅に対して金属薄膜１１の幅を広くすることが好適
である。なお図３３、図３５は上面断面図、図３４、図３６は側面断面図である。
【００６９】
　以上説明したように、本発明は、一定流速環境で測定ができるガス導入部の吸引ポンプ
等の大型の構造が必要ない為、消費電力も少なく、簡便に測定できる構成となっている。
また、本発明は通路の一部に開口部を有し、通路に覆われた金属薄膜を用いているため、
開口部から腐食していく量を正確に判断でき、対象環境での雰囲気中の流速、センサ部の
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局所的な腐食（例えば塵埃や塩類の付着によるその付着部周辺の腐食）又は金属の膜厚に
依存して変動する腐食量のばらつきを抑制できる構成となっている。また少なくとも基板
部が透明であることにより腐食量が容易に目視可能になっている。
【００７０】
　以上、多くの実施例について述べてきたが、これらはいずれも「その一方面に開口部を
有し、該開口部の面以外の面を封止することで内部に空間部を形成した筐体と、前記空間
部の奥行き側から前記開口部に向けて配置され腐食性物質に対して腐食しにくい第１の薄
膜金属と、該第１の薄膜金属を支持部材として該第１の薄膜金属に沿って前記空間部内に
前記空間部の奥行き側から前記開口部に向けて配置され腐食性物質に対して腐食しやすい
計測部材である第２の薄膜金属と、前記第１の薄膜金属の両側に設置され、外部電圧が印
可される端子とから構成された腐食環境モニタリング装置であって、
　前記空間部の奥行き側から前記開口部に向けて配置された１つの前記第１の薄膜金属の
片側または両側に前記第２の薄膜金属が前記空間部内に奥行き側から前記開口部に向けて
配置されていることを特徴とする腐食環境モニタリング装置。」という構成を備えたもの
であり、この共通概念のもとに幾つかの変形、代案が考慮されたものである。
【符号の説明】
【００７１】
１：腐食環境モニタリング装置，２：金属薄膜，３：絶縁基板，４：空間部，５：開口部
，６：腐食性物質，８ａ，８ｂ：端子，９：腐食領域，１１：金属薄膜，３０：筐体
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